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            令和７年８月18日 

 

「保健医療福祉分野における公開鍵基盤認証局の整備と運営に関する専門家会議」 

（略称：HPKI認証局専門家会議）開催要綱 

 

 
１ 目的 
 厚生労働省においては、今後、医療における書類等の電子化や電子保存が推進される状

況下で、医師資格等の確認機能を備えた電子署名のニーズに対応して開設される公開鍵基

盤（PKI：Public Key Infrastructure）認証局が、全国で共通の信頼性と検証可能性を確

保して運営されるために準拠すべき「保健医療福祉分野 PKI 認証局証明書ポリシ」（以下

「証明書ポリシ」という。）を整備し公表した。 

証明書ポリシの基礎となっている電子署名技術や制度は、内容が専門技術的であり、か

つ技術の進展が急速であること等から、当該分野の有識者の意見を十分踏まえながら、同

ポリシの利用に関する情報提供のあり方や、個別認証局の証明書ポリシへの準拠性を公正

に審査するための体制等について検討を行うことが必要であり、今後の保健医療福祉分野

における適切で円滑なPKI認証局の運用に資するため、保健医療福祉分野における公開鍵

基盤認証局の整備と運営に関する専門家会議（以下「専門家会議」という。）を開催する。 

 
２ 検討事項 
（１）証明書ポリシの有効利用に向けた関係者への情報提供のあり方 
（２）証明書ポリシへの準拠性に係る審査 

① 審査基準の策定と管理 
② 審査結果を踏まえた準拠性の評価と承認 
③ 当面の準拠性審査の体制と将来展望 

（３）証明書ポリシのメンテナンス 
（４）その他 
 
３ 構成 
（１）専門家会議は、電子署名技術等に関し学識経験を有する別紙の者をもって構成する。 
（２）専門家会議の構成員の任期は２年間とし、再任を妨げない。ただし、原則として10年

を超える期間継続して任命しない。 
（３）専門家会議には、互選による座長を置き、座長は専門家会議の会務を総括する。 
（４）座長代理は、座長が指名する。 
（５）座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。 
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４ 運営 
（１）厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官は、必要に応じ専門家会議を召集

する。 
（２）専門家会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及

ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害さ

れるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、座長は、会議を

非公開とすることができる。また、座長が特に必要と認めるときは、会議資料および議

事概要の一部を公表しないものとすることができる。 
（３）座長は、証明書ポリシへの準拠性審査の基準の策定、準拠性の予備評価、証明書ポリ

シのメンテナンス等を行うために必要があるときは、電子署名技術等に関し専門的知識

を有する者をもって構成する「専門作業班」を召集する。 
（４）「専門作業班」の構成員その他必要な事項は、座長が定める。 
（５）専門家会議の運営に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報

審議官が座長と協議のうえ定める。 

 
 ５ 庶務 

専門家会議の庶務は、厚生労働省医政局参事官（医療情報担当）付 医療情報室において

行う。 
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（別 紙）                    

 

「保健医療福祉分野における公開鍵基盤認証局の整備と運営に関する専門家会議」構成員 

  菊池 浩明  明治大学 総合数理学部先端メディアサイエンス学科 専任教授 

佐古 和恵  早稲田大学 理工学術院 教授 
柴田 真吾  市立大村市民病院 麻酔科 
濱口 総志  慶應義塾大学SFC研究所 上席所員 
林 達也   株式会社パロンゴ 取締役兼最高技術責任者 

松本 勉   国立研究開発法人 産業技術総合研究所 フェロー（座長） 

丸山 満彦  PwC コンサルティング合同会社 パートナー 
宮内 宏   宮内・水町 IT法律事務所 弁護士 
宮崎 一哉  デジタルトラスト協議会 理事長 
山内 徹   一般財団法人日本情報経済社会推進協会 常務理事・デジタルトラスト 

評価センター長 
横田 貴文  兵庫県薬剤師会 
六川 浩明  内幸町国際総合法律事務所 弁護士 

 

（五十音順：敬称略） 


